
 阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和７年７月２４日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸 

 

阿賀野市規則第３５号 

   阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成１６年阿賀野市規則第３６号）

の一部を次のように改正する。 

 第１２条の２第２項中「、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した」を

「て」に改める。 

 第１２条の３第２項中「１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連

続した２時間（」及び「当該」を削り、「時間）を超えない範囲内の時間」を「時間の

範囲内」に改める。 

 第２２条を第２３条とし、第２１条の次に次の１条を加える。 

 （３歳に満たない子を養育する職員に対する意向確認等の期間） 

第２２条 条例第１８条の２第２項で定める期間は、対象職員の子が１歳１１月に達す

る日の翌々日から２歳１１月に達する日の翌日までの１年間とする。 

   附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 
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